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地域密着型通所介護指定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左段：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年3月14日厚生労働省令第34号） 

右段：指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成18年３月31日老計発第0331004号・老振

発第0331004号・老老発第0331017号） 
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第二章の二 地域密着型通所介護  

 

    第一節 基本方針  

（基本方針）  

第十九条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護（以下「指定

地域密着型通所介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、そ

の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機

能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなけ

ればならない。  

 

    第二節 人員に関する基準  

従業者の員数  

第二十条 指定地域密着型通所介護の事業を行う者（以下「指定地域密着型通所

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地域密着型通所介護事

業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節から第四節までにおいて「地域密

着型通所介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。  

一 生活相談員  

指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提

供している時間帯に生活相談員（専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当た

る者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を

提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認

められる数  

二 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。）  

指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の

提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数  

三 介護職員  

指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供

している時間帯に介護職員（専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者

に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供

している時間数（次項において「提供単位時間数」という。）で除して得た数が利用者

（当該指定地域密着型通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号 

二の二地域密着型通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

⑴ 従業者の員数（基準第20条） 

① 指定地域密着型通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定地域

密着型通所介護をいうものであることから、例えば、次のような場合は、２単位とし

て扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。 

イ 指定地域密着型通所介護が同時に一定の距離を置いた２つの場所で行われ、

これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合 

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合 

また、利用者ごとに策定した地域密着型通所介護計画に位置づけられた内容の地

域密着型通所介護が一体的に提供されていると認められる場合は、同一単位で提

供時間数の異なる利用者に対して地域密着型通所介護を行うことも可能である。な

お、同時一体的に行われているとは認められない場合は、別単位となることに留意

すること。 

② ７時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して延長サービス

を行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものと

する。 

③ 基準第20条第１項第１号の生活相談員、同項第３号の介護職員及び同条第２

項の看護職員又は介護職員の人員配置については、当該職種の従業員がサービ

ス提供時間内に勤務する時間数の合計（以下「勤務延時間数」という。）を提供時間 

数で除して得た数が基準において定められた数以上となるよう、勤務延時間数を確

保するよう定めたものであり、必要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の従

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%95%53%8f%5c%8c%dc%8f%f0%82%cc%8e%6c%8f%5c%8c%dc%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000011504500000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000011504500000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000011504500000001000000001000000000
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ロに規定する第一号 通所事業（地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律（平成二十六年法律第八十三号）第

五条による改正前の法第八条の二第七項 に規定する介護予防通所介護に相当す

るものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域

密着型通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節におい

て同じ。）の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあって

は十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるた

めに必要と認められる数  

四 機能訓練指導員 一以上  

２  当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員（当該指定地域密着型通所

介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる

利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。）が十人以下

である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数

を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供

している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該指定地域密着型通所

介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数

で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。  

３  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、

第一項第三号の介護職員（前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員

又は介護職員。次項及び第七項において同じ。）を、常時一人以上当該指定地域

密着型通所介護に従事させなければならない。  

４  第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障が

ない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事すること

ができるものとする。  

５  前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であ

ってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。  

６  第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退

を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護

事業所の他の職務に従事することができるものとする。  

７  第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならな

い。  

業者の員数は問わないものである。 

④ 生活相談員については、指定地域密着型通所介護の単位の数にかかわらず、

次の計算式のとおり指定地域密着型通所介護事業所における提供時間数に応じ

た生活相談員の配置が必要になるものである。ここでいう提供時間数とは、当該事

業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで（サービスが提供されていな

い時間帯を除く。）とする。 

（確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式） 

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数例えば、１単位の指定地域

密着型通所介護を実施している事業所の提供時間数を６時間とした場合、生活相

談員の勤務延時間数を、提供時間数である６時間で除して得た数が１以上となるよ

う確保すればよいことから、従業者の員数にかかわらず６時間の勤務延時間数分

の配置が必要となる。また、例えば午前９時から正午、午後１時から午後６時の２単

位の指定地域密着型通所介護を実施している事業所の場合、当該事業所におけ

るサービス提供時間は午前９時から午後６時（正午から午後１時までを除く。）とな

り、提供時間数は８時間となることから、従業者の員数にかかわらず８時間の勤務

延時間数分の配置が必要となる。 

なお、指定地域密着型通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるた

め、医療機関、他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等と連携し、指定地域

密着型通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域生活を支える地域連携

の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべき勤務延時間数

には、「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅

を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のた

めの時間」、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要

な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間」など、利用

者の地域生活を支える取組のために必要な時間も含めることができる。 

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を

行う必要があり、これらに支障がない範囲で認められるものである。 

⑤ 基準第20条第１項第３号にいう介護職員（第２項の適用を受ける場合の看護職

員又は介護職員を含む。以下⑤について同じ。）については、指定地域密着型通所

介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となるものであり、確保すべ 

き勤務延時間数は、次の計算式のとおり提供時間数及び利用者数から算出され

る。なお、ここでいう提供時間数とは、当該単位における平均提供時間数（利用者ご

との提供時間数の合計を利用者数で除して得た数）とする。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000011504500000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000011504500000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000011504500000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%94%aa%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%8e%b5%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000007000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000007000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800200000007000000000000000000
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８  指定地域密着型通所介護事業者が第一項第三号に規定する第一号通所事業

に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と

当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、市町村の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式） 

・利用者数15人まで 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

・利用者数16人以上 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（（利用者数－15）÷５＋１）×平均提供

時間数 

※ 平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数 

例えば、利用者数18人、提供時間数を５時間とした場合、（18－15）÷５＋１＝1.6

となり、５時間の勤務時間数を1.6名分確保すればよいことから、従業員の員数にか

かわらず、５×1.6＝８時間の勤務延時間数分の人員配置が必要となる。 

利用者数と平均提供時間数に応じて確保すべき勤務延時間数の具体例を別表一

に示すものとする。 

なお、介護職員については、指定地域密着型通所介護の単位ごとに常時１名以

上確保することとされているが、これは、介護職員が常に確保されるよう必要な配置

を行うよう定めたものであり、例えば、計算式により算出した確保すべき勤務延時間

数が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻までの時間数に満

たない場合であっても、常時１名以上が確保されるよう配置を行う必要があることに

留意すること。 

また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の指定地域密着型通

所介護の単位の介護職員として従事することができるとされたことから、例えば複数

の単位の指定地域密着型通所介護を同じ時間帯に実施している場合、単位ごと 

に介護職員等が常に１名以上確保されている限りにおいては、単位を超えて柔軟な

配置が可能である。 

⑥ 看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職

員は提供時間帯を通じて指定地域密着型通所介護事業所と密接かつ適切な連携

を図るものとする。 

また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定地

域密着型通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病

院、診療所、訪問看護ステーションと指定地域密着型通所介護事業所が提供時間

帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されてい

るものとする。 

なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定地域密着型通所介護事業所へ駆けつけ

ることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。 
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管理者  

第二十一条  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域

密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。  

 

 

 

⑦ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定地域密着型通所介護についての

利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、

あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従って、例えば、１日のうち 

の午前の提供時間帯に利用者10人に対して指定地域密着型通所介護を提供し、

午後の提供時間帯に別の利用者10人に対して指定地域密着型通所介護を提供す

る場合であって、それぞれの指定地域密着型通所介護の定員が10人である場合に

は、当該事業所の利用定員は10人、必要となる介護職員は午前午後それぞれにお

いて利用者10人に応じた数ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後

の利用者の数が合算されるものではない。 

⑧ 同一事業所で複数の単位の指定地域密着型通所介護を同時に行う場合であっ

ても、常勤の従業者は事業所ごとに確保すれば足りるものである（基準第20条第７

項関係）。 

⑵ 生活相談員（基準第20条第１項第１号） 

生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平

成11年厚生省令第46号）第５条第２項に定める生活相談員に準ずるものである。 

⑶ 機能訓練指導員（基準第20条第６項） 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための

訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー

ジ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、

行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が

兼務して行っても差し支えない。 

 

 

⑷ 管理者（基準第21条） 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当

該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事

業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。な

お、管理者は、地域密着型通所介護従事者である必要はないもので 

ある。 

① 当該指定域密着型通所介護事業所の地域密着型通所介護従事者としての職

務に従事する場合 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務
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    第三節 設備に関する基準  

設備及び備品等  

第二十二条  指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、

相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備え

なければならない。  

２  前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。  

一  食堂及び機能訓練室  

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面

積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障

がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを

確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されている

こと。  

３  第一項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供

するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の

提供に支障がない場合は、この限りでない。  

４  

 

 

 

 

 

 

に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の

事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他

の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過

剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサ

ービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると

考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合

等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。） 

 

２ 設備に関する基準（基準第22条） 

⑴ 事業所 

事業所とは、指定地域密着型通所介護を提供するための設備及び備品を備えた場

所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所とするが、利用者の利便のため、

利用者に身近な社会資源（既存施設）を活用して、事業所の従業者が当該既存施

設に出向いて指定地域密着型通所介護を提供する場合については、これらを事業

所の一部とみなして設備基準を適用するものである。（基準第44条第１項、第67条

第１項及び第175条第１項についても同趣旨） 

⑵ 食堂及び機能訓練室 

① 指定地域密着型通所介護事業所の食堂及び機能訓練室（以下「指定地域密着

型通所介護の機能訓練室等」という。）については、３平方メートルに利用定員を乗

じて得た面積以上とすることとされたが、指定地域密着型通所介護が原則として同

時に複数の利用者に対し介護を提供するものであることに鑑み、狭隘な部屋を多数

設置することにより面積を確保すべきではないものである。ただし、指定地域密着型

通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定地域密着型通所介護の提

供が期待される場合はこの限りではない。 

② 指定地域密着型通所介護の機能訓練室等と、指定地域密着型通所介護事業

所と併設の関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通所リハビリテ

ーションを行うためのスペースについては、以下の条件に適合するときは、これらが 

同一の部屋等であっても差し支えないものとする。 

イ 当該部屋等において、指定地域密着型通所介護の機能訓練室等と指定通所リ

ハビリテーションを行うためのスペースが明確に区分されていること。 

ロ 指定地域密着型通所介護の機能訓練室等として使用される区分が、指定地域

密着型通所介護の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーションを行うた

めのスペースとして使用される区分が、指定通所リハビリテーションの設備基準を満
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４  前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備

を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場

合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定

地域密着型通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。  

５  指定地域密着型通所介護事業者が第二十条第一項第三号に規定する第一号通

所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の

事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、市町村の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たす

ことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。  

 

 

 

 

 

 

    第四節 運営に関する基準  

 内容及び手続の説明及び同意 【準用（第 37 条）】 

第三条の七  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十九条に規

定する重要事項に関する規定の概要、地域密着型通所介護従業者の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出が

あった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を

たすこと。 

⑶ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等 

に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないも

のである。（基準第44条第１項、第67条第１項、第112条第６項、第132条第１項第９

号及び第175条第１項についても同趣旨） 

⑷ 指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域

密着型通所介護以外のサービスを提供する場合 

指定地域密着型通所介護の提供以外の目的で、指定地域密着型地域密着型

通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外

のサービス（以下「宿泊サービス」という。）を提供する場合には、当該サービスの内

容を当該サービスの提供開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指

定を行った市町村長（以下「指定権者」という。）に届け出る必要があり、当該サービ

スの届出内容については、別紙様式によるものとする。また、指定地域密着型通所

介護事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報を都道府県に報

告し、都道府県は情報公表制度を活用し宿泊サービスの内容を公表することとす

る。 

指定地域密着型通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更がある

場合は、変更の事由が生じてから10日以内に指定権者に届け出るよう努めることと

する。また、宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の１

月前までに指定権者に届け出るよう努めることとする。 

 

３ 運営に関する基準 

⑴ 内容及び手続の説明及び同意 

① 基準第３条の７は、指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な

指定地域密着型通所介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利

用申込者又はその家族に対し、当該指定地域密着型事業所の運営規程の概要、

指定地域密着型通所介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体

制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、分かり

やすい説明書やパンフレット等（当該指定地域密着型通所介護事業者が、他の介

護保険に関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等について、一

体的に作成することは差し支えないものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説

明を行い、当該事業所から指定地域密着型通所介護の提供を受けることにつき同
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電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供すること

ができる。この場合において、当該指定地域密着型通所介護事業者は、当該文書

を交付したものとみなす。  

一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの  

イ 指定地域密着型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又は

その家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受

信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

ロ 指定地域密着型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又は

その家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受け

る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定地域密着型通所介

護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法  

３  前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す

ることにより文書を作成することができるものでなければならない。  

４  第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定地域密着型通所介護事業者

の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。  

５  指定地域密着型通所介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重

要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対

し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。  

一  第二項各号に規定する方法のうち指定地域密着型通所介護事業者が使用す

るもの  

二  ファイルへの記録の方式  

６  前項の規定による承諾を得た指定地域密着型通所介護事業者は、当該利用

申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受け

ない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規

定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申

意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、書面に

よって確認することが適当である。 

②〔略〕 
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込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。  

 

 

提供拒否の禁止 【準用（第 37 条）】 

第三条の八  指定地域密着型通所介護事業者は、正当な理由なく指定地域密着

型通所介護の提供を拒んではならない。  

 

 

 

 

 

 

サービス提供困難時の対応 【準用（第 37 条）】 

第三条の九  指定地域密着型通所介護事業者は、当該地域密着型通所介護事

業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地

域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域密着型

通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定

居宅介護支援事業者（法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援事業

者をいう。以下同じ。）への連絡、適当な他の指定地域密着型通所介護事業者等の

紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。  

 

受給資格等の確認 【準用（第 37 条）】 

第三条の十  指定定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護

の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十八条の

三第二項 の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会

意見に配慮して、指定地域密着型通所介護を提供するように努めなければならな

い。  

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 提供拒否の禁止 

 基準第３条の８は、指定地域密着型通所介護事業者は、原則として、利用申込に

対して応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多

寡を理由にサービス提供の提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒む

ことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に

応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地

域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定地域密着型通所介護を

提供することが困難な場合である。 

 

⑶ サービス提供困難時の対応 

 指定地域密着型通所介護事業者は、正当な理由により、利用申込者に対し自ら

適切な指定地域密着型通所介護を提供することが困難であると認めた場合には、

基準第３条の９の規定により、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連

絡、適当な他の指定地域密着型通所介護事業者等の紹介その他必要な措置を速

やかに講じなければならないものである。 

 

 

 

⑷ 受給資格等の確認 

① 基準第３条の10第１項は、指定地域密着型通所介護の利用に係る費用につき

保険給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られる

ことを踏まえ、指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提

供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならないことを規定した

ものである。 

② 基準第３条の10第２項は、利用者の被保険者証に指定地域密着型サービスの

適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会

意見が記載されているときは、指定地域密着型通所介護事業者は、これに配慮し

て指定地域密着型通所介護を提供するように努めるべきことを規定したものであ

る。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%6c%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%b5%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8e%4f%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000007800300000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000007800300000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000007800300000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%b5%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8e%4f%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000007800300000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000007800300000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000007800300000002000000000000000000
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要介護認定の申請に係る援助 【準用（第 37 条）】 

第三条の十一  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護

の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護

認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、

当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を

行わなければならない。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、

遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の三十日前

までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

心身の状況等の把握  

第二十三条  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の

提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担

当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医

療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  

 

指定居宅介護支援事業者等との連携 【準用（第 37条）】 

三条の十三  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護を

提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供の終了

に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者

に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  

 

 

⑸ 要介護認定の申請に係る援助 

① 基準第３条の11第１項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定

の効力が申請時に遡ることにより、指定地域密着型通所介護の利用に係る費用が

保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定地域密着型通所介護事業者は、利

用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の申

請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用

申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけ

ればならないことを規定したものである。 

② 基準第３条の11第２項は、要介護認定の有効期間が原則として６か月ごとに終

了し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること

及び当該認定が申請の日から30日以内に行われることとされていることを踏まえ、

指定地域密着型通所介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含

む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介

護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間

が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないことを規

定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 指定居宅介護支援事業者との連携 

 基準第３条の13第１項は、指定地域密着型通所介護は、〔中略〕その他の介護保

険サービスの利用を含めた利用者の地域での生活全般のマネジメントを行う指定

居宅介護支援事業者との連携を密にしておかなければならないこととしたものであ

る。 

 また、指定地域密着型通所介護は、医療が必要とされる場合があることから、医

療が円滑に提供できるよう、常に保険医療サービス等を提供する者と連携の確保

に努めなければならないことを規定したものである。 
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法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 【準用（第 37 条）】 

第三条の十四  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護

の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則 （平成十一年厚生省令

第三十六号。以下「施行規則」という。）第六十五条の四 各号のいずれにも該当し

ないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画（法第八条第

二十四項 に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成を指定居宅介護支援事業

者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定地域密着型通所介護

の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、指定居

宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを

行うために必要な援助を行わなければならない。  

 

 

 

 

 

居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 【準用（第 37 条）】 

第三条の十五  指定地域密着型通所介護事業者は、居宅サービス計画（法第八

条第二十四項 に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第六十五条の四第

一号 ハに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該居宅サ

ービス計画に沿った指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。  

 

 

 

居宅サービス計画等の変更の援助 【準用（第 37 条）】 

第三条の十六  指定地域密着型通所介護事業者は、利用者が居宅サービス計画

の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡

その他の必要な援助を行わなければならない。  

 

 

 

 

 

 

⑺ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

 基準第３条の14は、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施

行規則」という。）第65条の４第１項第一号イ又はロに該当する利用者は、指定地域

密着型通所介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏

まえ、指定地域密着型通所介護事業者は、同行第一号イ又はロにも該当しない利

用申込者又はその家族に対し、指定地域密着型通所介護の提供を法定代理受領

サービスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業者に関する情報提供

その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない

ことを規定したものである。 

注：「施行規則第65条の４第１項第一号イ又はロに該当する利用者」とは、①居宅

介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼することをあらかじめ市町村に

届け出て、②その居宅サービス計画にもとづく指定居宅サービスを受ける利用者の

ことをいう。このとき、居宅介護支援事業者は、指定事業者（第一号イ）のほか、基

準該当事業者（第一号ロ）も含む。 

 

⑻ 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

 基準第３条の15は、指定地域密着型通所介護は、居宅サービス計画（法第８条第

23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）に沿って提供されなければな

らないことを規定したものである。指定地域密着型通所介護は、〔中略〕訪問時間帯

又は、内容の変更を行った場合は、当該利用者を担当する介護支援専門員に対し

適宜報告を行う等、基準第３条の13の趣旨を踏まえて適切な連携を図るものとす

る。 

 

⑼ 居宅サービス計画等の変更の援助  

 基準第３条の16は、指定地域密着型通所介護を法定代理受領サービスとして提

供するためには当該指定地域密着型通所介護が居宅サービス計画に位置づけら

れている必要があることを踏まえ、指定地域密着型通所介護事業者は、利用者が

居宅サービス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化により追加的なサ

ービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のために

居宅サービス計画の変更が必要となった場合で、指定地域密着型通所介護事業

者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。）は、当

該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%8c%fa%90%b6%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%89%ee%8c%ec%95%db%8c%af%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%8c%fa%90%b6%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8f%f0%82%cc%8e%6c&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006500400000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006500400000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006500400000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%94%aa%8f%f0%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%94%aa%8f%f0%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%94%aa%8f%f0%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%94%aa%8f%f0%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000024000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%8c%fa%90%b6%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8f%f0%82%cc%8e%6c%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006500400000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006500400000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006500400000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%8c%fa%90%b6%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8f%f0%82%cc%8e%6c%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006500400000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006500400000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006500400000001000000001000000000
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サービスの提供の記録 【準用（第 37 条）】 

第三条の十八  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護

を提供した際には、当該地域密着型通所介護の提供日及び内容、当該地域密着

型通所介護について法第四十二条の二第六項 の規定により利用者に代わって支

払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サ

ービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護を提供した際

には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出が

あった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して

提供しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

利用料等の受領 

第二十四条  指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部と

して、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額

から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス

費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、

指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不

合理な差額が生じないようにしなければならない。  

３  指定地域密着型通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各

号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。  

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対

サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合には、支給限度額の範囲内

で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わな

ければならないことを規定したものである。 

 

⑾ サービス提供の記録 

① 基準第３条の18第１項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での区分

支給限度基準額との関係やサービスの利用状況をハックできるようにするために、

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護を提供した際に

は、当該指定地域密着型通所介護の提供日、サービスの内容〔中略〕、保険給付

の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面、又はサービス利用

票等に記載しなければならないことを規定したものである。 

② 同条第２項は、当該指定地域密着型通所介護の提供日、提供した具体的なサ

ービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービ

ス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申し出があった場合には、

文書の交付その他適切な方法により、その他情報を利用者に対して提供しなけれ

ばならないこととしたものである。また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者

の用意する手帳等に記載するなどの方法である。なお、提供した具体的なサービス

の内容との記録は、基準第36条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければなら

ない。 

 

⑴ 利用料等の受領 

① 基準第24条第１項、第２項及び第５項の規定は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護に係る第３条の19第１項、第２項及び第４項の規定と同趣旨であるた

め、第三の一の４の⑿の①、②及び④を参照されたい。 

② 同条第３項は、指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護

の提供に関して、 

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に

対して行う送迎に要する費用 

ロ 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介

護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内におい

て、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額

を超える費用 

ハ 食事の提供に要する費用 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%6c%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%98%5a%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004200200000006000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004200200000006000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004200200000006000000000000000000
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して行う送迎に要する費用  

二 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介

護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内におい

て、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額

を超える費用  

三  食事の提供に要する費用  

四  おむつ代  

五  前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その

利用者に負担させることが適当と認められる費用  

４  前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるも

のとする。  

４  指定地域密着型通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  

 

保険給付の請求のための証明書の交付 【準用（第 37 条）】  

第三条の二十  指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該

当しない指定地域密着型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した

指定地域密着型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載し

たサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。  

 

 

 

指定地域密着型通所介護の基本取扱方針  

第二十五条  指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所

介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  

 

指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針  

第二十六条  指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものと

する。  

ニ おむつ代 

ホ 前各号に掲げるもののほか、地域密着型通所介護の提供において提供される

便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担させることが適当と認められるものについては、前２項の利用料のほか

に利用者から支払を受けることができることとし、保険給付の対象となっているサー

ビスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めな

いこととしたものである。なお、ハの費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食

事の提供に係る利用料等に関する指針（平成17年厚生労働省告示第419号。 

以下「指針」という。）の定めるところによるものとし、ホの費用の具体的な範囲につ

いては、別に通知するところによるものとする。 

 

 

 

 

 

 

⒀ 保険給付の請求のための証明書の交付 

 基準第３条の20は、利用者が市町村の対する保険給付の請求を容易に行えるよ

う、指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスでない指定地域密

着型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定地域密着型通

所介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で、必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない

ことを規定したものである。 

 

⑵ 指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、基

準第25条及び第26条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 

① 指定地域密着型通所介護は、個々の利用者に応じて作成された地域密着型通

所介護計画に基づいて行われるものであるが、グループごとにサービス提供が行わ

れることを妨げるものではないこと。 

② 基準第26条第４号で定める「サービスの提供方法等」とは、地域密着型通所介

護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むものであること。 

③ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループとして、指定地
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一  指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続する

ことができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身

の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。  

二  指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそ

れぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。  

三  指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する地域

密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能

訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。  

四  指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当

たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提

供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。  

五  指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。  

六  指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握

しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望

に添って適切に提供する。特に、認知症（法第五条の二 に規定する認知症をいう。

以下同じ。）である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス

の提供ができる体制を整えるものとする。  

 

地域密着型通所介護計画の作成  

第二十七条  指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達

成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作

成しなければならない。  

２  地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合

は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。  

３  指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作

成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の

同意を得なければならない。  

４  指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作

成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならな

い。  

５  指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型

域密着型通所介護を提供することが困難な場合には、必要に応じグループを分け

て対応すること。 

④ 指定地域密着型通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則である

が、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供す

ることができるものであること。 

イ あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置付けられていること。 

ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。 

⑤ 利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を

得、自信を回復するなどの効果が期待されるとともに、利用者にとって自らの日常

生活の場であると実感できるよう必要な援助を行わなければならないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地域密着型通所介護計画の作成 

① 基準第27条で定める地域密着型通所介護計画については、介護の提供に係る

計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を

有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資

格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ま

しい。 

② 地域密着型通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々

の利用者ごとに作成するものである。 

③ 地域密着型通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければな

らないこととしたものである。なお、地域密着型通所介護計画を作成後に居宅サー

ビス計画が作成された場合は、当該地域密着型通所介護計画が居宅サービス計

画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

④ 地域密着型通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%82%cc%93%f1&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500200000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500200000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500200000000000000000000000000
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通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者に関する市町村への通知 【準用（第 37 条）】 

第三条の二十六  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介

護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を

付してその旨を市町村に通知しなければならない。  

一  正当な理由なしに指定地域密着型通所介護の利用に関する指示に従わない

ことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。  

二  偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。  

 

緊急時の対応 【準用（第 37 条）】 

第十二条  訪問介護員等は、現に指定地域密着型通所介護の提供を行っている

ときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医

者の意向の反映の機会を保障するため、指定地域密着型通所介護事業所の管理

者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で

利用者の同意を得なければならず、また、当該地域密着型通所介護計画を利用者

に交付しなければならない。 

なお、交付した地域密着型通所介護計画は、地域密着型基準第36条第２項の規

定に基づき、２年間保存しなければならない。 

⑤ 地域密着型通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説

明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定地域密着型通所介護

事業者については、第三の一の４の⒃⑫を準用する。この場合において、「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画」とあるのは「地域密着型通所介護計画」と読  

み替える。 

第３の一の４の⒃ 

⑫ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省

令第38号）第13条第十二号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に

位置づけた指定居宅サービス事業者等に対して指定居宅サービス等基準において

位置づけられている計画の提出を求めるものとする」と指定していることを踏まえ、

居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定地域密着型通所介護事業

者は、当該居宅サービス計画を作成している居宅介護支援事業者から地域密着型

通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該地域密着型通所介護計画を提

供することに協力するよう努めるものとする。 

 

⒄ 利用者に関する市町村への通知 

 基準第３条の26は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自

己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因となった

事故を生じさせるなどした者については、市町村が、法第22条第１項に基づく既に

支払った保険給付の徴収又は法第64条に基づく保険給付の制限を行うことができ

ることに鑑み、指定地域密着型通所介護事業者が、その利用者に関し、保険給付

の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記したものである。 

 

⑶ 緊急時等の対応 

 基準第12条は、訪問介護等が現に指定地域密着型通所介護の提供を行っている

ときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定めら
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師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 

管理者の責務  

第二十八条  指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着

型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込

みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。  

２  指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護

事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとす

る。  

 

運営規程  

第二十九条  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この節

において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。  

一  事業の目的及び運営の方針  

二  従業者の職種、員数及び職務の内容  

三  営業日及び営業時間  

四  指定地域密着型通所介護の利用定員  

五  指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額  

六  通常の事業の実施地域  

七  サービス利用に当たっての留意事項  

八  緊急時等における対応方法  

九  非常災害対策  

十  その他運営に関する重要事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

れた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならないこととしたものである。 

 

⑷ 管理者の責務 

基準第28条は、指定地域密着型通所介護事業所の管理者の責務を、指定地域

密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の

申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うととも

に、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者に基準の第２章の２第４節の規

定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 

 

 

⑸ 運営規程 

基準第29条は、指定地域密着型通所介護の事業の適正な運営及び利用者に対

する適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保するため、同条第１号から第10

号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定地域密着型通所介護事

業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 

① 営業日及び営業時間（第３号） 

指定地域密着型通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。 

なお、７時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して延長サー

ビスを行う指定地域密着型通所介護事業所にあっては、サービス提供時間とは別

に当該延長サービスを行う時間を運営規程に明記すること。例えば、提供時間帯

（９時間）の前に連続して１時間、後に連続して２時間、合計３時間の延長サービス

を行う指定地域密着型通所介護事業所にあっては、当該指定地域密着型通所介

護事業所の営業時間は12時間であるが、運営規程には、提供時間帯９時間、延長

サービスを行う時間３時間とそれぞれ記載するものとすること。 

② 指定地域密着型通所介護の利用定員（第４号） 

利用定員とは、当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密

着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであるこ

と。 

③ 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額（第５号） 

「指定地域密着型通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービス

の内容を指すものであること。 

④ サービス利用に当たっての留意事項（第７号） 
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勤務体制の確保等  

第三十条  指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密

着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の

勤務の体制を定めておかなければならない。  

 

 

 

 

２  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごと

に、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所

介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。  

３  指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければならない。  

 

定員の遵守  

第三十一条  指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密

着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りではない。  

 

非常災害対策  

第三十二条  指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画

を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的

に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけれ

ばならない。  

 

 

利用者が指定地域密着型通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき

事項（機能訓練室を利用する際の注意事項等）を指すものであること。 

⑤ 非常災害対策（第９号） 

⑺の非常災害に関する具体的計画を指すものであること（基準第54条第９号、第

125条第８号及び第148条第６号についても同趣旨）。 

 

⑹ 勤務体制の確保等 

基準第30条は、利用者に対する適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保

するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留

意するものとする。 

① 指定地域密着型通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、

地域密着型通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活

相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係

等を明確にすること。 

② 同条第２項は、原則として、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者た

る地域密着型通所介護従業者によって指定地域密着型通所介護を提供するべき

であるが、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について

は、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 非常災害対策 

基準第32条は、指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に際して必要な

具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の

実施等の対策の万全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への

通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに

通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住

民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを
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衛生管理等  

第三十三条  指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器

その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必

要な措置を講じなければならない。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所に

おいて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。  

 

 

 

 

掲示 【準用（第 37 条）】 

第三条の三十二  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介

護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、地域密着型通所介護従業者の勤

務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示しなければならない。 

  

秘密保持等 【準用（第 37条）】 

第三条の三十三  指定地域密着型通所介護事業所の従業者は、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、当該地域密着型通所介護事業所の従業

者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

３  指定地域密着型通所介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者

求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施

行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む）及び風水。害、地震

等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基

づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置くこととされて

いる指定地域密着型通所介護事業所にあってはその者に行わせるものとする。ま

た、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定地域密着型通所介護事業

所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画

の樹立等の業務を行わせるものとする。 

 

⑻ 衛生管理等 

基準第33条は、指定地域密着型通所介護事業所の必要最低限の衛生管理等

について規定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

① 指定地域密着型通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するた

めの措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密

接な連携を保つこと。 

② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等

については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が

発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。 

③ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

(23) 秘密保持等 

① 基準第３条の33第１項は、指定地域密着型通所介護事業所の地域密着型通

所介護従業者その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密保持を義務付けたものである。 

② 同条第２項は、指定地域密着型通所介護事業者に対して、過去に当該指定地

域密着型通所介護事業所の地域密着型通所介護従業者その他の従業者であった

者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要
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の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場

合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告 【準用（第 37 条）】 

第三条の三十四  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介

護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとし

てはならない。  

 

指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 【準用（第 37 条）】 

第三条の三十五  指定地域密着型通所介護事業者は、指定居宅介護支援事業

者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させること

の対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。  

 

 

苦情処理 【準用（第 37条）】 

第三条の三十六  指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指定地域密着型

通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならな

い。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該

苦情の内容等を記録しなければならない。  

３  指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指定地域密着型通所介護に関

し、法第二十三条 の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提

示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者から

な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定地域密着型通所介護

事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の地域密着型通所介護従業者

その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨

を、地域密着型通所介護従業者その他の従業者との雇用時に取り決め、例えば、

違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、地域密着型通所介護従業者がサービス担当者会議等におい

て、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人

情報を、介護支援専門員や他のサービス担当者と共有するためには、指定地域密

着型通所介護事業者は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同意を

得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始時に

利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものとする。 

 

 

 

 

 

 

(24) 指定居宅介護事業者に対する利益供与の禁止 

 基準第３条の35は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定地域密

着型通所介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用

者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その

他の財産上の利益を供与してはならないこととしたものである。 

 

(25) 苦情処理 

① 基準第３条の36第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情

処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の

概要について明らかにし、利用者申込者又はその家族にサービスの内容を説明す

る文書に苦情に対する対応の内容についても併せて記載するとともに、事業所に掲

示すること等である。 

② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定地域密着型通所

介護事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（地域密着型通

所介護事業者が提供したサービスとは関係ないものを除く。）の受付日、その内容

等を記録することを義務付けたものである。また、指定地域密着型通所介護事業者

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000000000000000000000000
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の苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を

受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。  

４  指定地域密着型通所介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前

項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。  

５  指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指定地域密着型通所介護に係

る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法 （昭和三

十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連

合会をいう。以下同じ。）が行う法第百七十六条第一項第三号 の調査に協力すると

ともに、国民健康保険団体連合会から同号 の指導又は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

６  指定地域密着型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めが

あった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければ

ならない。  

 

 

地域との連携等  

第三十四条  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の

提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型

通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定地域密着型通所介護事

業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項 に規定する地域包

括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構

成される協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね

六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評

価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけれ

ばならない。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等につい

ての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。  

３  指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民

又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなけれ

ばならない。  

４  指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した

指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣す

は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦

情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行うことが必要である。な

お、基準第36条第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなけ

ればならない。 

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けら

れている国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、

かつ、保険者である市町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずること

から、市町村についても地域密着型通所介護事業者に対する苦情に関する調査や

指導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

⑼ 地域との連携等 

① 基準第34条第１項に定める運営推進会議は、指定地域密着型通所介護事業

所が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内

容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域

に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置

するものであり、各事業所が自ら設置すべきものである。この運営推進会議は、事

業所の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見込まれることが

必要となるものである。また、地域の住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、

老人クラブの代表等が考えられる。 

なお、指定地域密着型通所介護事業所と他の地域密着型サービス事業所を併

設している場合においては、１つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行

うことで差し支えない。 

② 運営推進会議における報告等の記録は、基準第36条第２項の規定に基づき、２

年間保存しなければならない。 

③ 基準第34条第３項は、指定地域密着型通所介護の事業が地域に開かれた事

業として行われるよう、指定地域密着型通所介護事業者は、地域の住民やボランテ

ィア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこと 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%4f%96%40%88%ea%8b%e3%93%f1&REF_NAME=%8d%91%96%af%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%4f%96%40%88%ea%8b%e3%93%f1&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004500000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004500000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004500000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%95%53%8e%b5%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%95%53%8f%5c%8c%dc%8f%f0%82%cc%8e%6c%8f%5c%98%5a%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000011504600000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000011504600000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000011504600000001000000000000000000
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る者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努

めなければならない。  

５  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在

する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提

供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型

通所介護の提供を行うよう努めなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生時の対応 

第三十五条  指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着

型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当

該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採

った処置について記録しなければならない。  

３  指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介

護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ

としたものである。 

④ 基準第34条第４項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第

３条の37第３項の規定と同趣旨であるため、第三の一の４の(26)の④を参照された

い。 

第三の一の４の(26)の④ 

 基準第34条第４項は、基準第３条第２項の趣旨に基づき、介護相談員を派遣する

事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したもの

である。なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市

町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含

まれるものである。 

⑤ 基準第34条第５項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第

３条の37第４項の規定と同趣旨であるため、第三の一の４の(26)の⑤を参照された

い。 

第三の一の４の(26)の⑤ 

 基準第34条第５項は、大規模な高齢者向け集合住宅と同一の建物に所在する指

定地域密着型通所介護事業所が当該集合住宅に居住する高齢者に指定地域密

着型通所介護を提供する場合、いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供

が行われないよう、地域包括ケア推進の観点から地域の利用者にもサービス提供

を行うことに努めるよう定めたものである。なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情

に応じて市町村が条例を定める場合や、地域密着型サービス運営委員会等の意見

を踏まえて指定の際に条件を付す場合において、例えば、当該事業所の利用者の

うち、一定割合以上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしな

ければならない等の規定を設けることは差し支えないものである。 

 

⑽ 事故発生時の対応 

基準第35条は、利用者が安心して指定地域密着型通所介護の提供を受けられ

るよう、事故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定地域密着型通所介

護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生

した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者

等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の

状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたもので

ある。また、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたもので



- 22 - 

 

ればならない。  

４  指定地域密着型通所介護事業者は、第二十二条第四項の指定地域密着型通

所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の

規定に準じた必要な措置を講じなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計の区分 【準用（第 37条）】 

第三条の三十九  指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介

護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域密着型通所の事業の会計とその

他の事業の会計を区分しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

記録の整備  

第三十六条  指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければならない。  

２  指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介

護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存

しなければならない。  

一  地域密着型通所介護計画  

二  次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサ

ービスの内容等の記録  

ある。なお、基準第35条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録は、２年間保存しなければならない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合の

対応方法については、あらかじめ指定地域密着型通所介護事業者が定めておくこ

とが望ましいこと。 

② 指定地域密着型通所介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を

行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこ

と。 

③ 指定地域密着型通所介護事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明

し、再発生を防ぐための対策を講じること。なお、夜間及び深夜に指定地域密着型

通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、以上を踏まえた同

様の対応を行うこととする。 

 

(28) 会計の区分 

 基準第３条の39は、指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域密着型通所介護の事業の会

計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具体的

な会計処理の方法については別に通知するところによるものであること。 

※介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成13年3月28日老振

発18号) 

※介護保険・高齢者福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて(平

成24年3月29日老高発0329第１号) 
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三  次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記

録  

四  次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記

録  

五  前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録  

六  第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録  

 

準用 

第三十七条  第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十

六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第

三条の三十六まで、第三条の三十九及び第十二条の規定は、指定地域密着型通

所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三

条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第二十九条に規定する重要事項に関

する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着

型通所介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑾ 準用 

基準第37条の規定により、基準第３条の７から第３条の11まで、第３条の13から第３

条の16まで、第３条の18、第３条の20、第３条の26、第３条の32から第３条の36ま

で、第３条の39及び第12条は、指定地域密着型通所介護の事業について準用され

るものであるため、第三の一の４の⑴から⑼まで、⑾、⒀、⒄、(23)から(25)まで及び

(28)並びに第三の二の４の⑶を参照されたい。 

 


